
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出

書について 
 

混乱を招きやすい要支援者の届出の取り扱いについて、下記のとおりとなりますので、改めてご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黄色の枠内は、記載の必要はありません。 

③ 

② 

➀ 

④ 



 

※②欄は、委託先居宅介護支援事業所が個人情報提供申請を行いたい場合に必要な情報になるた

め、提供を希望する場合はご記入ください。 

【交付年月日】 申請窓口で受理した日（介護保険被保険者証を交付した日）が印字されます。 

  【サービス開始(変更)年月日】 「サービス利用を開始(予定)年月日＝給付が発生する月」  

をご記入ください。（下記の１～３のパターンであれば、追加書類の提出の必要はなし） 

１．④（届出をした日）と同日 

２．④より未来日 

３．④と同月だが④より過去日（同月内であれば、添付書類なしで遡れます）  

４．④より月をまたいで遡る過去日 ＝ 遡及の手続き（追加書類）がないと受理できませ

ん！ 

 

【遡及の届出に必要なもの】 

１ 被保険者証又は資格者証の原本 

２ 居宅届出書（要支援の届出書の場合は、様式第２１号の２） 

３ 暫定ケアプランの写し（同意があるもの） 

区分 項 目 

記

入

欄 

居宅届出日（被保険者

証に印字される居宅届出

年月日） 

要 
支 
援 

新規に包括が担当する場合（以下、「直営」)  ➀ 
①のサービス開始 

(変更)年月日 
直営のまま、包括が変更となる場合  ① 

新規に居宅介護支援事業所に委託する場合 ③ 
①のサービス開始 

(変更)年月日 

直営から委託に変更となる場合 ③ 
①のサービス開始 

(変更)年月日 

委託から直営に変更となる場合 ① 
①のサービス開始 

(変更)年月日 

委託先の居宅介護支援事業所が変更となる場合   ③ 

 

①のサービス開始 

(変更)年月日 

 


